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第７章 交付金の効果の調査・確認方策の検討 

 森林・山村多面的機能発揮対策交付金について、その交付金により、どのように森林

の状態が改善したのかを、定量的に把握できるようにするための方策について、検討を

行った。方策の検討に際しては、平成 28 年度に 3 回開催された検討委員会において、そ

れぞれの検討委員からの助言を得た。 
 活動の成果を定量的に把握できるようにすることで、交付金の意義について、外部に

対して説明するための手段になるとともに、交付金を取得して活動を行う活動組織にと

っても、自らが活動を行う森林の状態を知り、目指す森林の姿を実現するために何が必

要なのかを考え、そして目指す森林に向けての活動進捗状況を把握することなどで、活

動の対象とする森林についての理解を深めつつ、より効果的な活動を進める上での学び

の機会となることが期待される。 
 
 
※以下に記載する「交付金の効果の調査・確認方策について」は、33ページの資料です。 

次ページ以降の「交付金の効果の調査・確認方策について(案)」については、本報告

書におけるページ番号の下に、「交付金の効果の調査・確認方策について(案)」独自のペ

ージ番号があります。 
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交付金の効果の調査・確認方策について(案) 

 

目次 

１、なぜ調査を行うのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A１ 

２、調査の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A２ 

３、目標設定の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A４ 

４、調査場所の決め方について・・・・・・・・・・・・・・・・・A８ 

５、初回調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A11 

地域環境保全タイプ・里山林保全活動・・・・・・・・・・・A11 

地域環境保全タイプ・侵入竹除去・竹林整備・・・・・・・・A16 

森林資源利用タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A17 

６、交付金取得 3 年目あるいは終了後の数値目標・・・・・・・・・A20 

７、年次調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A25 

地域環境保全タイプ・里山林保全活動・・・・・・・・・・・A25 

地域環境保全タイプ・侵入竹除去・竹林整備・・・・・・・・A27 

森林資源利用タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A28 

８、目指す森林づくりのためにより良い調査手法がある場合・・・・A30 

９、参考情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A32 

 

１、なぜ調査を行うのか 

 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業では、活動組織の皆様に、交付金による活

動の効果を調べていただくための調査を行っていただくことになりました。 

皆様に調べていただく調査により、本交付金がどのように日本全国の森林の状態の改

善に寄与し、多面的機能の発揮の向上につながっているのかを、数値に基づいて説明で

きるようになります。 

 森林の多面的機能を発揮させていくための取組を行うに際しては、活動対象地となる

森林がどのような状態にあるのかを知ることが必要です。森林の状態を調べることは、

目指す森林づくりに向け、どのような作業や取組が必要であるのか、その取組にどのよ

うな意味があるのか、進捗状況はどの程度であるのか、などを知る学びの場ともなりま

す。 

 この資料において提示する調査は、交付金の効果を調べるための最低限のものです。

調査を行う過程で、森林についてより興味を深めた皆様が、より高度な調査を行うこと

を妨げるものではありません。 

 森林における様々な調査活動を通じて、森林についての理解が深まり、皆様の森林で

の活動が進展していくことにつながることができれば幸いです。 
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２、調査の流れ 

 調査は、初回の調査を実施後に目標を設定していただき、活動終了時に活動結果を確

認するための年次調査を実施していただきます。（初回の調査と同時期でないと確認でき

ない目標については、次の年次に調査を実施します。） 
なお、交付金取得 3 年目の年次調査で目標を達成していない場合は終了後調査を実施

していただく場合があります。 
 
調査区分 作業内容 

初回調査 交付金による作業を始める前の森林の状態を確認する調査です。 
交付金の交付が決まったら、最初の作業を始める前に実施してくださ

い。 
ただし、希少種の個体数を把握する植生調査など、交付金の取得が決

まった時期に調査を行うことが難しい場合には、交付金取得が決まって

から 1 年以内に必要な調査を行うようにしてください※。 
最初の森林の状態によって、交付金最終年の数値目標を決めることに

なります。 
目標設定 初回調査の結果を基に目標を設定します。（目標の設定については、

A20～A24 ページを参考にしてください。） 
年次調査 毎年実施していただく調査です。 

初回調査と同じ場所で毎年実施します。調査する時期がいつでも良い

目標については、活動の終了時に年次調査を実施してください。この場

合、初年度は初回調査と年次調査の２度の調査を実施することになりま

す。 
初回調査と同じ時期に年次調査を実施しなければならない場合は、年

次調査を行う時期を初回調査と合わせるようにしてください※。（例え

ば、9 月に初回調査を行った場合は、毎年 9 月に年次調査を行っていた

だく形になります。） 
年次調査によって、森林等の状態を確認し、必要に応じて、目標を達

成するために、次年度の作業内容（間伐の量等）の見直しを行ってくだ

さい。 
交付金取得 3 年目の調査で、目標を達成できたかどうかを確認しま

す。（調査を行うことのできる時期が限定されるために、初回調査実施

年から数えて 3 年目（平成 29 年度以降の交付金取得年数が 3 年未満の

場合は交付金最終年）の活動終了時点で調査を行うことのできない目標

の場合には、次の年（４年目）に調査を実施し報告してください。） 
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終了後調査  交付金取得 3 年目の年次調査で目標を達成できなかった団体に実施

していただきます。 
平成 33 年度（初回調査実施年から数えて 5 年目あるいは交付金取得

終了から 2 年以内のいずれか早い方）に初回調査と同じ場所、同じ季節

に、同じ内容の調査を行い当初の目標が達成できたかを確認願います。 
※例えばカタクリは早春に地上部に展開しますが、その後葉や茎は枯れてしまい、地上に

姿を現す期間は 4～5 週間程度にすぎません。そのため、交付金の取得が決まるころの時

点では地上部で姿を確認することができないことが考えられます。 
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３ 目標設定の進め方 

（１） 現状を知る 

初回調査の結果に基づき、対象となる森林の状態を知ります。 
「景観が悪い」、「暗い」、「生き物が少ない」、「雨が降ると森林の近くの川が濁る」な

ど、皆さんが交付金を取得して活動をしたいと考える森林は、整備不足など、何らかの

問題を抱えている可能性があります。 
ですが、どうすれば問題を解決できるのかは、その森林の状態を知らなければ決める

ことはできません。 
初回調査によって得られた数字は、皆さんが対象とする森林の状態を知るための非常

に大きな手がかりとなります。 
 
（２） 将来的に目標とする森林の状況を決める 

初回調査で、森林の状態を知ることで、これからどのような森林づくりを目指し、ど

のような作業を行っていけばよいのかを、皆さんで考えるための準備が整いました。 
初回調査で得られた数字を基に、いつごろまでにどのような森林を作っていきたいの

かを決めてください。 
どのような森林づくりをしたいのかによって、必要とされる作業は異なります。 

 
【目指す森林づくりによって必要な作業が異なる例】 

森林内の表土が流れ出しにくい環境を作るためには、下層植生が発達する森林を作

る方法が考えられます。下層植生を発達させるためには木の混み具合を改善して、明

るい森林づくりをすることが望ましい対策の一つとなります。 
一方、希少種を守る場合、種類によっては、コクランのように、薄暗いところを好

み、明るい場所では出てこない生き物もいます。暗い場所を好む希少種を守る場合に

は、明るくなり過ぎることがないように配慮が必要です。 
 

（３）交付金で実施する 3 年間の目標を設定 

 どのような森林を作るのかを決めたら、その森林づくりを実現するために、具体的に

どのような作業を行っていくのかを決めます。 
併せて、本交付金は、3 年間の期間が設定されていますので、3 年間でどこまで実施す

るのかの数値目標も決めてください。数値目標は対象となる森林の状態の改善に関する

ことや、対象となる森林から得られる資源に関することとします。 
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【目標を設定するに当たって気を付けてほしいこと】 

数値目標は、活動組織の皆さんで実現可能なことは何かも考慮して決めてください。

実現不可能な目標を立てて、無理をして作業を行うことで、事故の原因になっては元

も子もありません。 
逆に、何もしないでも実現できてしまうような目標を立てることは適切ではありま

せん。 
本交付金は、森林づくりや森と関わることで、森の持つ機能を活かすことを目標と

する活動を支援するものです。交付金を得ることだけが目標となることがないように

してください。 
 
長期的に実現を目指している森林づくりの目標と、本交付金で実現することを目指

す 3 年間の目標は分けて考えてください。 
長期的に実現することを目指す森林づくりの目標は、3 年間で実現できないものでも

構いません。森林づくりは 3 年間だけで終わる作業ではありません。4 年目以降も関わ

っていくことを踏まえて、目指す森林づくりの目標を考えてください。 
ただし、本交付金で実現することを目指す 3 年間の目標は、長期的に目指している

森林づくりの実現に近づいていることを数字で示すことができるものにしてください。 
 
目標を決めて、作業を始めるに当たっては、地域の事情なども考慮して、作業を行

うことで新たな問題を引き起こすことがないように配慮してください。 
例えば、ずっと整備がされず、暗い環境で細長いひょろひょろの状態になった木ば

かりの森林では、一気にたくさんの間伐をしてしまうと、台風の襲来のような風害や、

雪の重さなどで、残った木も倒れてしまう被害が生じる可能性があります。 
 
目標を決める場合には、少なくとも、同じ活動組織のメンバーで、よく話し合って

決めてください。もし可能であれば、地域の住民や地権者など、対象となる森林に関

係するなるべく多くの方とも話し合って決めることが望ましいです。 
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活動タイプ別の調査と目標一覧 

活動タイプ 目指す森づくり 初回調査（最終年調査） 年次調査 交付金最終年の数値目標 

地域環境保全タイプ 
里山林保全 

里山の高木林、大径木林を育成し

たい。 
相対幹距比 
【調査区面積】 

100 ㎡の円形調査区 
【調査項目】 
 樹高、木の本数 

調査区内の木の本数を数

えます。 
※雪害、風害による倒木

被害防止のため、間伐

本数は30%以内に収め

てください。 

相対幹距比 2 ポイント以上改善。 
相対幹距比を 20～25 の範囲内に

することを目安。 
人工林をきれいにしたい。 相対幹距比 2 ポイント以上改善。 

相対幹距比 17~20 程度の範囲内

にすることを目安。 
頻繁に更新を行う形の里山林（萌

芽林）を再生・維持したい。 
調査区内の木の本数を数

えます。 
相対幹距比 1 ポイント以上改善。 
相対幹距比 20 以上を目安。 

萌芽再生率 
【調査区面積】 

25 ㎡の方形調査区 
【調査項目】 
本数、樹種、位置 

萌芽再生が成功している

株の数（萌芽数、萌芽の

長さ、食害の有無）を確

認します。 

初回調査時点で対象となる森林

にあった樹木のうち 20%以上が

若返った状態になるようにする。 

希少種、あるいは里山の指標種を

保護したい。 
植生調査 
【調査区面積】 

25 ㎡の方形調査区 
【調査項目】 
 植物の種類 
 目標対象種の生育状況 

目標対象種（希少種ある

いは里山の指標種）の個

体数を確認します。 

目標対象種（希少種あるいは里山

の指標種）の個体数を増やす。 
※対象とする種類の特徴を踏ま

えて数値目標を決めてくださ

い。 
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活動タイプ 目指す資源の利用 初回調査（最終年調査） 年次調査 交付金最終年の数値目標 

地域環境保全タイプ 
侵入竹除去・竹林整

備 

侵入してきた竹を除去したい。 竹の本数調査 
【調査区面積】 

100 ㎡の円形調査区 
（竹が密生し、立ち入り

調査が難しい場合などは

25 ㎡の方形調査区） 
【調査項目】 
 竹の本数 

調査区内の竹の再生面積

を確認します。 
調査区内の竹をゼロとします。

（竹の侵入がない状態としま

す。） 
タケノコが利用できる竹林にした

い。 
調査区内の竹の数を数え

ます。 
竹の本数を 1ha あたり 2,500 本

～4,000 本程度にすることを目

安。 
竹林景観を守りたい。 竹の本数を 1ha あたり 4,000 本

程度にすることを目安。 
森林資源利用タイプ 木質資源を持続的に生産し、利用

することを目指します。 
幹材積量調査 
【調査区面積】 

100 ㎡の円形調査区 
【調査項目】 
 樹高 
 胸高直径（平均胸高直

径） 

森林から搬出され利用さ

れる木質資源の量（㎥）

を確認します。 

年間で利用目標量（森林の材積量

÷継続して木材を利用する年数）

の 50%以上を利用します。 

森林からとることのできる木材以

外の資源を持続的に生産し、利用

することを目指す場合 

資源量調査 
【調査区面積】 

25 ㎡の方形調査区又 
は 100 ㎡の円形調査区 
【調査項目】 
 資源の利用可能量の見

込みと、実際の年間の資

源利用量 

対象地から得られ、利用

している資源の量を確認

します。 

利用可能な資源の量を維持、ある

いは増やします。 
必ず、利用する資源ごとに、具体

的な数値目標を設定してくださ

い。 
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４、調査場所の決め方について 

 活動対象地の森林の中の、標準的な場所を選んで調査をしていただきます。 
標準的な場所をどこにするのかは、樹種や傾斜など、対象地の状態を考慮して決めて

ください。おおむね活動対象地の標準的な場所と思われるとの印象で決めていただいて

構いません。 
「調査の行いやすさ」も、調査場所を決める際の判断材料にしていただいて構いませ

ん。 
初回調査を行うと決めた調査区で、年次調査を実施していただきます。 

  
ただし、調査場所を選ぶ際には、以下の点に留意してください 

 
 対象となる活動対象地の標準的な状態を示す場所を選んでください。 
 活動対象地と活動対象地の外の境に調査場所を設定することはできる限り避けてくだ

さい。 
 調査場所では、活動対象地の森林の他の場所と同じ活動を行ってください。 
 調査場所はそれぞれの活動タイプごとに 1 箇所を設定します。 
 活動場所が複数ある場合や、対象地の面積が非常に広い場合、活動対象地内の状態が

場所によって著しく異なるような場合は、複数の場所で調査を行うことを推奨します。

（複数の場所で調査を行うことを義務づけるものではありません。活動の目的が同じ

であれば、標準的な場所を１箇所選定してください。） 
 
  



138 
A9 

調査場所の設定方法は以下のように決めます。 
 
調査場所 設定方法 

円形調査区 

（間伐・侵入竹除去

による里山の保全

活動、森林資源の利

用活動等の場合に

設定します。） 

中心となる木を決めて、そこから 5.65m の円を描くと、おおよそ

100 ㎡の調査区ができあがります。 
里山林保全活動の樹木の混み具合を調べる調査で利用します。 
釣竿などで、円を描くのが便利です。その際、竿がかする程度の

木は対象に入れないでください。 
中心木がわからなくなることがないように目印をつけてくださ

い。 
 
傾斜地の場合、地面に合わせて測ると調査区の大きさが本来必要

な面積よりも小さくなってしまいますので、中心木と直角になるよ

うに円を描いてください。(下図参照) 
 

 

※急傾斜地では、地面に合わせて距離を測ると、本来調べる必要

のある面積よりも円形調査区の面積が小さくなってしまいま

す。調査区を設定するために、中心木を中心とした円を描くと

きは、上の赤線のように、水平に描くようにしてください。 
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方形調査区 

（希少植物の保護、

萌芽林の再生・維持

等の場合に設定し

ます。） 

 5m×5m の正方形の調査区を設定します。 
 どこが調査区なのかわからなくなることがないように、杭などを

打つことで目印とします。 
 ロープを張るなどして、1 辺の長さが 5m になるようにします。傾

斜がある場合は、傾斜に合わせて長さを測ってください。 
  

 
 ※地面の傾斜に合わせて 1 辺が 5m の調査区を作ります。 
 地面の傾斜に合わせないと、1 辺が 5m よりも長くなり、必要以

上に大きな面積を調べることになってしまいます。 
 
※方形調査区（斜距離計測値）の調査結果から 1ha 当たりの本数

や活動対象地全体の材積量等を計算する場合、本来調べる必要の

ある面積よりも小さくなってしまい適正な本数や材積量等を求め

られない可能性がありますので、辺長（5ｍ）と斜度（斜距離）に

応じて水平距離を計算した上で利用してください。 
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５、初回調査 

 交付金の交付が決まった段階で、作業を始める前に、対象となる森林において、標準

的といえる場所に調査を行う場所を設定します。 
 調査場所を一度決めたら、活動が終了するまで該当の場所で調査を行うので、場所が

わからなくなることがないようにビニールテープやペンキ等で目印となる木や調査区域

周囲の木に印をつけてください。 
 
【地域環境保全タイプ 里山林保全活動】 

  下のいずれかの調査を実施します。 
 
Ａ、木の混み具合調査（相対幹距比調査） 

 ①対象の森林内で目印となる木を決めます。 
 ②目印となる木を中心に 5.65m の円を描き、円形調査区とします。 
 ③円形調査区内の木の本数を数えてください。 
 ④円形調査区内で上層に達している木の中から平均的な高さの木の樹高を 1 本測っ

てください。 
 ⑤木の本数と樹高から、早見表を用いて、相対幹距比を調べます。 
 

Ｂ、森林内の希少種あるいは里山の指標種調査（植生調査） 

①保護したいと考える希少種あるいは里山の指標種を決めます。 
 ②該当の種がどのような生育環境を好むかを調べ、整備計画を立ててください。 
 ③対象森林内に 5m×5m の正方形の調査区（方形調査区）を設定します。 
 ④方形調査区内にどんな植物が生育しているのかを調べてください。（植生調査） 
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■具体的な初回調査手法 

活動タイプ 地域環境保全タイプ 里山林保全活動 
調査 木の混み具合調査（相対幹距比調査） 
目指す森づくり 里山の高木林、大径木林を育成したい。 

頻繁に更新を行う形の里山林（萌芽林）を再生・維持したい。 
人工林をきれいにしたい。 

調査区の広さ 約 100 ㎡（半径 5.65m の円形調査区） 
調査方法 対象となる森林の混み具合（相対幹距比）を調べます。 

 
１、対象地の森林内で、目印となる中心木（上層に達していて傷

や病気のない太い木）を決めます。 
 
２、中心木を中心として、円形の調査区を設定してください。 
 
３、円形の調査区内の全ての木の本数を数えてください。 

その際、円を描いた時に、当たるか当たらないかの木は本数

に数えないでください。 
円形の調査区にある樹木の本数の 100 倍が、1 ヘクタール当

たりの樹木の本数となります。 
 
４、円形の調査区内の上層に届いている木で平均的と思われる高

さの木の樹高（１本）を測ってください。 
 
  木の高さの測り方は 
 

A、樹高ポールや測高機などを利用して調べる 
B、実際に、標準的な高さの木を伐採して、長さを調べる 

 
などの手法が利用できます。（木を伐採して、長さを調べる方法

を推奨します。実際の活動で伐採する木を、活動の前に１本伐

って樹高を測ります。） 
 
1m 単位で測ってください。cm 単位での厳密な計測を行う必

要はありません。 
  

５、円形調査区内の木の本数と樹高から、早見表を用いて木の混
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み具合（相対幹距比）を調べます。 
 ４で、木を伐採して高さを測った場合は、伐採した木も含め

て、木の混み具合を確認してください。 
改善により期待できる

効果例 

 林内が明るくなり、景観が改善されます。 
 樹木の混み具合が改善されることで、樹木が生長しやすい環

境となります。 
 下層植生の成長が活発化し、生物多様性の向上に寄与します。 
 下層植生の成長が活発化することで、水土保全機能が高まり、

きれいな水を貯める効果の向上や災害防止につながります。 
 林内の見通しがよくなることで獣害被害を防止する緩衝地と

することができます。 
 
 
活動タイプ 地域環境保全タイプ 里山林保全活動 
調査 萌芽再生率を調べます。 
目指す森づくり 定期的な伐採によって更新する里山林を再生・維持したい場合で、

萌芽再生による森林づくりを目指す場合 
調査区の広さ 25 ㎡（5m×5m の方形調査区） 
調査方法 １、5m×5m の方形調査区で樹種と本数を確認します。 

  萌芽性のある樹種かどうかを確認します。 
萌芽再生率は樹種や樹齢、木の大きさなどの影響を受けます。

特に太い木では萌芽更新が難しくなります。対象となる森林の

状態を調べた上で、萌芽更新を行うかどうかを決めてください。 
 

２、樹木を伐採します 
萌芽更新を目指す樹種に合わせて、伐採を行ってください。

落葉広葉樹などの場合、あまり伐採本数が少ないと林内が暗す

ぎてうまく芽生えを育てることができません。 
 
３、伐採した樹木のうち、萌芽性のある樹木について、本数、位

置、樹種を記録してください。 
改善により期待できる

効果例 

 森林が若返り、ナラ枯れなどの病虫害被害を発生しにくくな

ります。 
 明るい環境を好む生き物の保全につながります。 
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活動タイプ 地域環境保全タイプ 里山林保全活動 
調査 森林内の希少種あるいは里山の指標種調査（植生調査） 
目指す森づくり 希少種を保護したい。 

地域にとって重要な里山の指標種を保護したい。 
調査区の広さ 25 ㎡（5m×5m の方形調査区） 
調査方法 １、対象森林内で、保護、あるいは再生したいと考える希少種、あ

るいは里山の指標種を決めます。動物は調査区で調べることがで

きないので調査の対象外とします。 
対象とする希少種あるいは里山の指標種は、複数の種類でも構

いません。 
  なお、ここでいう「希少種」とは国、都道府県、市区町村が作

成するレッドデータブック（レッドリスト）に記載されているう

ち、里山環境で生育する種とします。 
  「里山の指標種」は、里山環境で生育する種で、地域特有の自

然や景観、あるいは古い時代から継承されてきた要素を守る上で

重要であるなど、地域にとって重要な種を選ぶようにしてくださ

い。 
 
植栽が必要な場合には、その地域からとれた種子を使うなど、

遺伝子の面でも地域の資源を守るように配慮してください。 
  対象とする種は、活動対象地あるいはその周辺で生育していた

ことがわかる種に限ります。 
   
２、対象とする種が生育しやすい環境を調べ、対象となる種が生育

しやすくなるようにするための森林づくりの計画を作ります。 
  計画に当たっては、該当の種の生息しやすい環境となるように

森林の状態が改善したことを示す何らかの調査を実施すること

を推奨します。 
  なお、初回調査段階では、調査区内に、対象とする種がいなく

ともかまいません。 
 
３、5m×5m の方形調査区を設定し、調査区内の植物の種数と対象

となる種の生育状況（有無、個体数）を調べます。交付金の期間

中、該当の場所を調査することになりますので、必ず目印を付け

るようにしてください。 
調査区内で目標とする以外の希少種が見つかった場合は、目標
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とする希少種を該当の希少種とする等の検討もしてください。 
  明るい環境を好む希少種、暗い環境を好む希少種のように相反

する環境を好む複数の希少種が見つかった場合は、それぞれの希

少種が生育し続けることができるように、該当の希少種が生育す

る場所に応じた計画づくりを検討してください。 
 
４、種数を調べる場合は、葉を採取し、写真に撮って記録します。

図鑑などを利用したり、植物に詳しい方に尋ねるなどして、何と

いう名前の植物なのかを調べるようにすることが望ましいです。 
 
※交付金の交付が決定する時期が、対象となる希少種あるいは里山

の指標種の生育時期と異なる場合には、交付金の交付が決まる前

か、交付金取得決定から 1 年以内で、対象とする希少種あるいは

里山の指標種が生育する時期に調査を行ってください。 
改善により期待でき

る効果例 

 地域の生物多様性を守ることができます。 
 地域の景観改善につながります。 

※本交付金の成果として、動物は調査対象外としますが、里山の指標種という位置付けで、

地域にとって重要と考えられる野生動物の生育環境を改善するために、餌や巣となる植

物を増やすことを目標とすることは問題ありません。 
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【地域環境保全タイプ 侵入竹除去・竹林整備】 

  次の調査を実施します。 
 
Ａ、竹の本数を調べる調査を行います。 

① 半径 5.65m の円形調査区を設定します。（竹が密生しているなどの理由で、初期

段階で立ち入りが難しい場合は 5m×5m の方形調査区でも構いません。） 
② 調査区内の竹の本数を調べてください。（調査区内への立ち入りが難しい場合は、

調査区の一部又は全部の竹を伐採した後に本数を数えても構いません。） 
 
■具体的な調査実施手法 

活動タイプ 地域環境保全タイプ 侵入竹除去・竹林整備 
調査 竹の本数調査 
目指す森づくり 侵入してきた竹を除去したい。 
調査区の広さ 約 100 ㎡（半径 5.65m の円形調査区） 

※立ち入り調査が困難な場合は 25 ㎡（5m×5m の方形調査区） 
調査方法 １、調査区を設定します。交付金の期間中、該当の場所を調査す

ることになりますので、必ず目印を付けるようにしてください。 
２、調査区内において、どれだけの面積で竹が再生しているのか

を調べてください。 
改善により期待できる

効果例 

 地域の生物多様性をまもることできます。 
 地域の景観改善につながります。 

 

活動タイプ 地域環境保全タイプ 侵入竹除去・竹林整備 
調査 竹の本数調査 
目指す森づくり タケノコが利用できる竹林にしたい。 

竹林景観を守りたい。 
調査区の広さ 約 100 ㎡（半径 5.65m の円形調査区） 

※立ち入り調査が困難な場合は 25 ㎡（5m×5m の方形調査区） 
調査方法 １、調査区を設定します。交付金の期間中、該当の場所を調査す

ることになりますので、必ず目印を付けるようにしてください。 
２、調査区内の竹の本数を調べます。 
  調査区で数えることのできた竹の本数の 100 倍（方形調査区

の場合は 400 倍）が 1 ヘクタール当たりの本数となります。 
  竹の種類についても調べてください。 

改善により期待できる

効果例 

 地域の生物多様性を守ることができます。 
 地域の景観改善につながります。 
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【森林資源利用タイプ】 

 次の調査を実施します。 
 
（木材や薪、木質バイオマス燃料、シイタケのほだ木など、伐採した樹木を利用する場合） 

Ａ、森林内の幹材積量を調べます。 

① 半径 5.65m の円形調査区を設定します。 
② 主に利用する樹種について、本数と全ての胸高直径を測ってください。 
③ 得られた胸高直径から調査区内の平均直径を計算します。 
④ 主に利用する樹種のおおよそ平均的な高さの木の樹高を 1 本測ってください。 
⑤ 活動対象地のある地域の幹材積表を用いて、材積量を計算します。 
⑥ 対象森林を何年で継続して木材を利用する年数とするのかの目標を設定します。 
⑦ 「森林の材積量÷継続して木材を利用する年数÷50%」で年間の利用目標量を決

めます。 
 

（木材以外の資源を利用する場合） 

Ｂ、植生調査と対象となる資源の利用可能量の見込みを調べます。 

① 5m×5m の方形調査区を設定します。（木の実や樹液などの調査において、5m
×5m の方形調査区では必要なデータを確保できないような場合には、半径 5.65m
の円形調査区を設定します。） 

② 主に資源として利用する種について、採取可能な資源量を調べてください。 
③ 初年度における年間の実際の資源利用量を調べます。 
④ 採取可能な資源量と、資源利用量から、目標とする資源利用量を決めます。 
 ただし、過剰な採取等により、資源が失われることがないように配慮してくだ

さい。 
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■具体的な調査実施手法 

活動タイプ 森林資源利用タイプ 
調査 幹材積量調査を行います。 
目指す森づくり 木質資源を持続的に生産し、利用することを目指します。 
調査区の広さ 約 100 ㎡（半径 5.65m の円形調査区） 
調査方法 １、半径 5.65m の円形調査区を設定します。交付金の期間中、該

当の場所を調査することになりますので、必ず目印を付けるよ

うにしてください。 
 
２、主に利用する樹種について、本数と全ての胸高直径を測って

ください。胸高直径とは、地上から高さ 1.2 メートル（北海道

の場合 1.3 メートル）の高さの木の幹の直径のことです。巻尺

や輪尺で幹の周りの長さを測ります。その際には、くぼみや空

洞は考慮しないで構いません。巻尺の場合は、得られた数値を

円周率（「3.14」あるいは「3」）で割ります。輪尺の場合は、得

られた数値が直径です。 
 
３、得られた胸高直径から調査区内の樹木の平均直径を計算しま

す。 
 
４、主に利用する樹種のおおよそ平均的な高さの木の樹高を 1 本

測ってください。（伐採して、樹高を測ることを推奨します。） 
 
５、樹種、樹木の本数、樹高、胸高直径がわかれば、幹材積量を

調べるための準備が整いました。 
対象地にある地域の幹材積表を用いて、森林の材積量を計算

します。得られた結果を基に、活動対象地全体の森林の材積量

を計算してください。 
 

６、対象森林の材積量を基に継続して木材を利用する年数を設定

します。 
 
７、「森林の材積量÷継続して木材を利用する年数」の 50%を年

間の利用目標量とします。 
改善により期待できる

効果例 

 木材の持続可能な利用につながります。 
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活動タイプ 森林資源利用タイプ 
調査 木材以外で利用できる資源の利用量を調べます。 
目指す森づくり 森林からとることのできる木材以外の資源を持続的に生産し、

利用することを目指します。 
調査区の広さ 25 ㎡（5m×5m の方形調査区） 

約 100 ㎡（半径 5.65m の円形調査区） 
調査方法 １、利用する資源に応じて、25 ㎡の方形調査区又は約 100 ㎡の円

形調査区を設定します。 
 
２、調査区の中の植生調査及び利用可能な資源量見込の調査を行

います。 
  資源として利用する対象となる種の生育状況を確認してくだ

さい。 
できれば、どのような植物が生育しているのかを確認してく

ださい。 
 

  調査結果から活動対象地全体で利用する種の生育している量

を計算します。 
 
３、生育している量から利用可能な資源量を見込んでください。 
 
４、利用可能な資源量見込とこれまでその資源を利用している場

合は、その利用実績等から、年間の利用目標を決めます。 
 
※交付金の交付が決定する時期が、対象となる資源を採取できる

時期と異なる場合には、交付金の交付が決まる前か、交付金取

得決定から 1 年以内に、対象となる資源が採取可能な時期に調

査を行ってください。 
改善により期待できる

効果例 

 森林でとれる木材以外の資源の持続可能な利用につながりま

す。 
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６、交付金取得 3 年目あるいは終了後の数値目標 

   
具体的な数値目標については、初回調査実施後に、地域の事情や、活動組織の皆様の

森づくりの目標なども踏まえ、活動組織の皆様などで議論をして決めてください。 
 
なお、必ず活動対象地が、森林といえる状態であり続けることを必須条件とします。 
対象とする森林において、皆様が目指す森林づくりが、ここで示す数値目標で評価す

ることができない場合は、A30 ページに示すように、独自の調査と数値目標をご提案く

ださい。 
 
 
【目標を決める際に、数値目標目安以外の内容とする場合の理由の例】 

 一気に間伐を行い過ぎると、雪害や風害による倒伏被害が起こりやすくなる。雪

害や風害による被害が起こらないように間伐本数を毎年 2 割程度とした場合、相

対幹距比の目安である 17 には届かないが、15 程度であれば実現できるので、15
を数値目標とする。 

 
 タケノコがとれる竹林を目指したいが、当県ではタケノコ林育成を目指す際の目

安が 1ha 当たり X 本となっているので、目安とは異なるが、1ha 当たりの本数を

X 本とする。 
 

 漆のとれる森づくりを目指しているが、漆掻きのできる木に育てるまで時間がか

かるため、交付金の取得期間では森林全体の利用可能量を増やすことができない。

そのため、「Y 年後の利用可能な資源の見込量」を数値目標とする。 
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【地域環境保全タイプ 里山林保全活動】 

目指す目標 どのような目標を

目指すのかのイメ

ージ例 

初回調査の結果 数値目標目安 

（交付金最終年の目

標） 

里山の高木林、大径

木林を育成したい。 
現在残っている樹

高の高い木を活か

しつつ、草花（林床

植物）の状態の改善

や、見通しがよく安

全な里山林づくり

を目指します。 

相対幹距比 18 未満 
 

相対幹距比を 2 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比 18 以上 相対幹距比を 1 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比を 20～25
の範囲内にすること

を目安とします。 

定期的な伐採によっ

て更新する里山林を

再生・維持したい。 

樹林の若返りを目

指して、多くの樹木

を伐採し、細い株立

ちからなる、里山の

歴史的景観の再現

を目指します。 
 

初期状態があまり人

の手が入っていない

状態で、萌芽再生を

行う。 

初回調査時点で対象

となる森林にあった

樹木のうち 20%以上

が若返った状態にな

るようにします。 
初期状態があまり人

の手が入っていない

状態である（萌芽再

生を行わない場合）。 

相対幹距比を 1 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比 20 以上を

目安としてください。 
初期状態が、人の手

が常に入っている状

態である。 

相対幹距比を 1 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比 20 以上を

目安としてください。 
※相対幹距比を数値目標とする場合、急速に森林の樹木の本数を減らすと、風害や雪害に

よる倒木被害が発生しやすくなります。間伐を行う場合は、年間の間伐本数は全体の 3
割未満になるようにしてください。鋸谷式間伐を行う場合など、本数で 3 割以上を間伐

する場合は、必ず風害や雪害等の防止策がとられているかどうかも併せて報告するよう

にしてください。 
  



151 
A22 

目指す目標 どのような目標を

目指すのかのイメ

ージ例 

初回調査の結果 数値目標目安 

（交付金最終年の目

標） 

人工林をきれいにし

たい。 
スギ、ヒノキなどの

木材生産を目的と

した森林づくりを

目指します。 

スギ・ヒノキの場合 
相対幹距比 17 未満 

相対幹距比を 2 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比 17 以上を

目安とします。 
スギ・ヒノキの場合 
相対幹距比 17 以上 

相対幹距比を 2 ポイ

ント以上改善します。 
相対幹距比 20 程度を

目安とします。 
希少種あるいは里山

の指標種を保護した

い。 

対象とする希少種

あるいは里山の指

標種が生育できる

場所を増やすこと

を目指します。 

希少種あるいは里山

の指標種が存在して

いる。 

対象森林における希

少種あるいは里山の

指標種の本数（個体

数）を増やすようにし

てください。※ 
どれだけの本数(個体

数)が増加したのかは

必ず、数字で記録して

ください。 
希少種あるいは里山

の指標種が存在して

いない。 

対象森林内で対象と

なる種の生育がある

ことを確認します。 
※個体数で調べることが困難な場合は、群落面積で測っていただいても構いません。 

 数値目標は、対象となる種ごとに決めていただいて構いません。ただし、数値目標がマ

イナス、対象種が減ることを目標とすることはできません。 
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【地域環境保全タイプ 侵入竹除去・竹林整備】 

目指す目標 どのような目標を

目指すのかのイメ

ージ例 

初回調査の結果 数値目標目安 

（交付金最終年の目

標） 

侵入してきた竹を除

去したい。 
竹林でない場所に、

竹が侵入すること

を防ぎます。 

対象地が竹林状態 調査区内の竹を 0 本

にします。 
（調査区内に竹の侵

入がなくなる状態と

します。） 
タケノコが利用でき

る竹林にしたい。 
竹林景観を守り、竹

を適切に利用でき

るようにすること

を目指します。 

対象地が竹林状態 竹の本数を 1ha 当た

り 2,500 本～4,000 本

程度とします。 
竹林景観を守りた

い。 
対象地が竹林状態 竹の本数を 1ha 当た

り 4,000 本程度とし

ます。 
※本数は、地域において竹林整備の目安がある場合には、そちらに従ってください。 
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【森林資源利用タイプ】 

目指す目標 初回調査の結果 数値目標目安 

（交付金最終年の目標） 

木質資源を持続的に生産し、

利用することを目指します。 
初回調査の幹材積量と、対象

とする森林について、今後、

継続して木材を利用する年

数に基づいて、年間利用目標

量を決めます。 
年間利用目標量は、「森林全

体の幹材積量÷継続して木

材を利用する年数」の 50%と

します。 

初回調査で得られた年間利

用目標量を達成します※。 

森林からとることのできる

木材以外の資源を持続的に

生産し、利用することを目指

します。 

初年度の資源利用量が、最終

年との比較対象となる資源

の量となります。 
方形調査区又は円形調査区

での調査により、利用可能な

資源量を調べます。 
利用可能な資源量と実際に

利用している資源量に基づ

いて、数値目標を決めます。 
乱獲等で資源が失われるこ

とがないように配慮してく

ださい。 

初年度の資源利用量よりも、

利用できる資源を維持ある

いは増やします。 
必ず、利用する資源ごとに、

数値目標を設定してくださ

い。 
 
（例） 
 椿の実の利用量を初回調

査実施年から数えて 3 年目

（平成 29 年度以降の交付金

取得年数が 3 年未満の場合

は交付金最終年）に 20%増や

す、など 
※本交付金における数値目標の達成だけを目的として、特に森林資源を利用することが困

難である理由がないにもかかわらず、１年目、２年目に本来であれば生じていたはずの

木材利用を控えることがないようにしてください。年間利用目標量を達成することが困

難である場合は、必ずその理由も報告するようにしてください。 
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７、年次調査 

【地域環境保全タイプ 里山林保全活動】 

調査条件 初回調査が木の混み具合調査（相対幹距比調査）の場合 
調査内容 相対幹距比を調べます。 

 
 毎年、A12~A13 ページに記載されている調査方法を用いるこ

とが望ましいですが、難しい場合には、樹高に限り、初回調査

時の数字を用いても構いません（この場合、木の本数だけを数

え、相対幹距比を出します。）。 
 ただし、初回調査実施年から数えて 3 年目（平成 29 年度以降

の交付金取得年数が 3 年未満の場合は交付金最終年）の調査で

は、必ず樹高も実測の上で、相対幹距比を算出してください。 
留意事項  樹木の伐採を行う場合、いきなり大量に伐採を行うと、風害や

雪害による倒木被害が生じる恐れが高まります。特に整備が行

われておらず、細い木ばかりの場所は危険です。そのため、ど

の程度間伐を行うのかは、事前によく話し合ってください。 
 年間に伐採する樹木の本数は、森林にある樹木の本数にして

30%未満に収めるようにしてください。 
 どれくらい伐採してよいのかわからないときには、基本的には

専門家の助言を仰いでください。林分形状比の調査を行うこと

も考えられます。 
 
 

不安に思った場合の追加調査：林分形状比（任意の調査です） 

  
① 調査区内の平均の胸高直径を調べます。 

 ② 樹高を調べます。 
 ③ 樹高が胸高直径の何倍であるかを調べます（＝樹高／胸高直径）。 
   
※スギやヒノキの場合、林分形状比が 75〜80 以下の場合に健全とされる一方で、80 を

超えると風害や雪害に弱くなるといわれます。相対幹距比と林分形状比のバランスを

取りながら、木の混み具合を改善することが望ましいです。 
  



155 
A26 

調査条件 萌芽再生状況の調査 
調査内容 方形調査区で萌芽再生率（及び萌芽の生存状況）を調べます。 

伐採した株から萌芽が発生しているかどうかを調べてください。 
伐採した株ごとに、萌芽の数、萌芽の高さ、食害の有無を調べま

す。記録を取った後は、写真も撮ります。 
萌芽が再生し、その萌芽が生存している株を、数値目標の対象と

する「樹木が若返った状態」とします。 
 
初回調査時に、対象の調査区内に 5 本の樹木があった場合、初回

調査実施年から数えて 3 年目（平成 29 年度以降の交付金取得年数

が 3 年未満の場合は交付金最終年）時点では、1 本分以上の株で萌

芽が発生し、その萌芽が生存している状態になるようにしてくださ

い。 
留意事項 萌芽再生に失敗している株がある場合には、必ず、対象となる森

林（どうしても対象の森林から種子が得られない場合は近隣の似た

ような環境になる森林）から得られた種子を用いて、苗木を作り、

補植を行うようにしてください。 
 
苗木を植える場合は、萌芽再生に失敗した株の数よりも多くの苗

木を植えるようにしてください。 
苗木によって植える場合の本数は以下の式で得られる値を推奨

する目安とします。 
 
苗木本数＝ 
（整備地全体の面積㎡）×（稚樹があまり無い部分の割合）÷3 
 

 
 
調査条件 森林内の希少種あるいは里山の指標種調査（植生調査） 
調査内容 調査区内における、対象とする希少種あるいは里山の指標種の生

育状況（存在の有無、個体数）を確認します。 
留意事項 状況が悪化した場合は、作業計画の見直しなど、悪化が生じた原

因や状況に合わせて必要な取組を行ってください。 
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【地域環境保全タイプ 侵入竹除去・竹林整備】 

調査条件 侵入竹除去の実現を目指す場合 
調査内容 調査区にある竹の再生面積を調べます。 

調査区内の何%で竹が再生しているのかを確認してください。 
留意事項 調査区だけで作業を行うのではなく、侵入竹除去を目指す対象地

全てで、調査区と同様に竹を伐採してください。 
初年度に竹の伐採を行ったのちも、タケノコを踏むなど、侵入を

防止する取組を行ってください。 
竹の本数がゼロになった状態を目標達成としますが、初回調査実

施年から数えて 3 年目（平成 29 年度以降の交付金取得年数が 3 年

未満の場合は交付金最終年）の調査時点でも竹が再生して侵入して

いることが認められる場合は、平成 33 年度（初回調査実施年から

数えて 5年目あるいは交付金取得終了から 2年以内のいずれか早い

方）にも調査を行ってください。 
 
調査条件 タケノコが利用できる竹林にしたい場合 

竹林景観を守りたい場合 
調査内容 調査区内の竹の本数を数えてください。 
留意事項 竹は成長が早く、モウソウチクの場合、2～3 か月で成長を終え

るといわれています。初年度に目標の本数を実現したとしても、翌

年にはまた生えてくることに留意して整備を行ってください。 
竹の本数については、それぞれの地域や都道府県で目標ごとの目

安がある場合には、そちらに従ってください。 
ただ本数を減らせばよいというわけではありません。周辺への倒

伏被害を防止できるよう、病虫被害竹、老齢竹や、細い竹、隣接し

すぎている竹を伐採するようにしてください。 
可能であれば、倒伏被害を防止するため、平均直径と立竹本数の

バランスを考慮して作業を行うことを推奨します。 
※竹林整備の目標について 

  地域によっては、竹林整備に関連した目安を公表している都道府県や地域などがあり

ます。その場合は、地域ごとに作られている目安に従うようにしてください。 
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表 地域ごとのタケの直径と本数の目安（静岡県） 

 
出典：静岡県環境森林部『竹林整備読本』平成 16 年 3 月 

 

【森林資源利用タイプ】 

調査条件 木質資源を持続的に生産し、利用することを目指している場合 
調査内容 

森林から搬出され、利用される木質資源の年間の材積量（㎥）を

調べてください。実際の資源の利用状況に合わせて、利用量を調べ

てください。 

調べ方の一例として、末口二乗法があります。 

１、切り出した丸太の長さを m 単位で測ってください。 
２、丸太の細い方の径（太さ）を cm 単位で測ってください。 

その後は、長さが 6m 以上か 6m 未満かで計算方法が異なります。 
【長さが 6m 未満の場合】 

丸太の材積＝D^2×L×1/10,000 
【長さが 6m 以上の場合】 

丸太の材積=[D+(L’－4)/2]＾2×L×1/10,000 
 
D：丸太の径（cm 単位による数値） 
L：丸太の長さ（m 単位による数値） 
L’：長さ（m 単位による数値）で 1 に満たない端数を切捨て 

※参考資料の丸太材積早見表は、末口二乗法に基づいて算定

したものです。 
 

 なお、作業の度に毎回、末口二乗法で資源量を調べる必要はあり

ません。 
 利用している軽トラック等で 1 回分の搬出量を最初に調べたら、

その後は同じ軽トラック等で何回搬出したのかを数える形で利用

量を計算していただいて構いません。 
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（例） 

 1 回当たり軽トラックで積載量 0.3 立方メートルを運び出せると

すると、通常の積載量にして運び出した回数が 5 回、通常に比べ積

載量の半分程度で運び出した回数が 3 回の場合、 
 

0.3×5+0.15×3＝1.95 
 
で、1.95 立方メートルの木材を運び出したと数えます。 
 軽トラック何杯分という形で計算する場合は、必ず運び出すたび

に写真により記録を取ってください。 
 
 同様に、標準的な薪束の材積量を調べ、生産した薪束の数で資源

の利用量を調べる方法や、炭窯の容量×炭焼き回数で利用量を計算

するなどの方法もあります。 
 標準的な薪束の量で調べる場合、標準的な薪束が 0.02 立方メー

トルの場合には、100 束利用したら、2 立方メートル分の資源を利

用したと考えます。  
留意事項 森林全体の材積量を考慮して、過剰な利用にならないように配慮

してください。 
 
 
調査条件 森林からとることのできる木材以外の資源を持続的に生産し、利

用することを目指す場合。 
調査内容 森林から得られる資源の年間の利用量を調べてください。 

例えば、1 箱あたり 3kg の場合、100 箱利用したら、300kg 分利

用したと考えます。 
留意事項 木の実などを利用する場合は、対象となる樹木の成長を活性化さ

せる取組を行ってください 
キノコや山菜など、樹木以外に由来する資源を利用する場合に

は、対象として利用する種を増やすことができるような森林の整備

を行ってください。 
漆の「殺掻き法」のように資源を採取して 1 年で樹木を伐採する

場合は、対象とする樹種を毎年利用できるように配慮してくださ

い。 
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８、目指す森林づくりのために良い調査方法がある場合（独自の調査、数値目標の提案） 

 
 本交付金事業では、多様な活動を対象としています。そのため、１～７で記載した内容では、

活動組織の皆様が目指す森づくりやその効果を適切に反映できない場合があります。  
 もし、皆様の目指す森づくりの実現に向けた進捗状況を確認するために、より良い調査方法

（及び数値目標）がございましたら、活動の効果を確認するための調査方法を、それぞれの活

動組織よりご提案ください。 
審査の上で承認された場合には、年次調査を、ご提案いただいた独自の調査で代替していた

だくこともできます。 
 なお、採用された場合には、その調査の具体的内容と基準は一般に公開される場合がありま

す。  
ただし、独自の調査手法を用いる場合は、以下の点に留意してください。 

 
（１）初回調査は、A11～A19 ページまでに記載した統一した手法で行ってください。 

独自の調査を行う場合でも、活動前の状態はあらかじめ決められた方法で調べてください。 
ご提案いただく独自の調査手法について、森林の状態を測るためには不適切と判定され、

本交付金の目標を達成したかどうかを判定するために利用することができない場合があり

ます。 
 

（２）ご提案いただく調査方法による調査を、初回調査と同様の時期に実施してください。 

（その後の調査結果との比較に用います。） 

 
（３）ご提案いただく調査方法は、必ず、数値に基づいて、森林の改善効果を測ることができ

るものにしてください。 
 
（独自の調査の提案例） 

獣害被害を防止するため、見通しの良い森林づくりを行いたいと思います。 
木の混み具合は特に混みすぎというわけではありませんが、藪が繁茂しており、整備が

必要です。獣害被害の防止に役立つ見通しの良い森林づくりのためには、藪がどれだけ減

ったのかを調べることが望ましいと考えます。 
林縁部から対象森林内を見た際に、どれだけ森林内の見通しがよくなっているのかを測

ります。初回調査時には Xm 奥までしか見ることができませんが、交付金最終年度には

Ym 奥まで見通せるようにします。調査は複数箇所で確認します。 
目標を実現するためには Z ㎡の藪の刈払いが必要な見込みです。 
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（４）これまでに提示した初回調査や年次調査の調査内容を減らしただけのものは独自の調査

とは認められません。また、異なる内容のものでも、目指す森林づくりに向けた進捗状況を

測る上で不十分な内容のものや、あまりにも他の調査に比べて容易に実施可能なものは、認

められない可能性があります。 

  ご提案いただいた調査方法が審査により認められない場合は、別の調査方法をご提案いた

だくか、初回調査(A11~A19 ページ)および年次調査（A25～A29 ページ）で記載されている

調査方法で、森林の状態あるいは森林から得られる資源量を調べてください。 

 
（認められない例） 

100 ㎡とされている相対幹距比の調査を 5m×5m の方形区で実施してしまう。 
里山林保全活動の初回調査の相対幹距比の調査では樹高と樹木の本数を調べることに

なっているが、本数だけを調査して調査を終える。 
 
（５）独自の調査によって、この交付金による活動の効果を確認するための調査方法を利用す

る場合は、以下の情報を地域協議会に提出するようにしてください。 

   
①（必須）どのような森林づくりを目指しているか 
②（必須）独自の調査の方が目指す森林づくりの進捗状況を把握する上で適している理由 
③（必須）森林の改善状態をどのように数値化するか 
④（必須）独自の調査方法に基づく初年度時点の数値結果と 3 年後の数値目標 
⑤（必須）数値目標を改善するために想定している具体的な作業内容 
⑥（任意）独自の調査の根拠となる資料の情報（執筆者、タイトル、出版年など） 
 
※ご提案いただいた調査方法は、ご提出いただいたのちに、本交付金の効果を測るために利

用できるかどうかを審査させていただきます。 



161 
A32 

 

９、参考情報 

 
※目標基準となる 17 未満（赤）、17～20（青、人工林の目標）、20～25（緑、広葉樹林高木林育成）、25 以上（黄色）で色分け 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5 55.9 49.7 44.7 40.7 37.3 34.4 31.9 29.8 28.0 26.3 24.8 23.5 22.4 21.3 20.3 19.4 18.6 17.9
6 51.0 45.4 40.8 37.1 34.0 31.4 29.2 27.2 25.5 24.0 22.7 21.5 20.4 19.4 18.6 17.7 17.0 16.3
7 47.2 42.0 37.8 34.4 31.5 29.1 27.0 25.2 23.6 22.2 21.0 19.9 18.9 18.0 17.2 16.4 15.7 15.1
8 44.2 39.3 35.4 32.1 29.5 27.2 25.3 23.6 22.1 20.8 19.6 18.6 17.7 16.8 16.1 15.4 14.7 14.1
9 41.7 37.0 33.3 30.3 27.8 25.6 23.8 22.2 20.8 19.6 18.5 17.5 16.7 15.9 15.2 14.5 13.9 13.3
10 39.5 35.1 31.6 28.7 26.4 24.3 22.6 21.1 19.8 18.6 17.6 16.6 15.8 15.1 14.4 13.7 13.2 12.6
11 37.7 33.5 30.2 27.4 25.1 23.2 21.5 20.1 18.8 17.7 16.8 15.9 15.1 14.4 13.7 13.1 12.6 12.1
12 36.1 32.1 28.9 26.2 24.1 22.2 20.6 19.2 18.0 17.0 16.0 15.2 14.4 13.7 13.1 12.6 12.0 11.5
13 34.7 30.8 27.7 25.2 23.1 21.3 19.8 18.5 17.3 16.3 15.4 14.6 13.9 13.2 12.6 12.1 11.6 11.1
14 33.4 29.7 26.7 24.3 22.3 20.6 19.1 17.8 16.7 15.7 14.8 14.1 13.4 12.7 12.1 11.6 11.1 10.7
15 32.3 28.7 25.8 23.5 21.5 19.9 18.4 17.2 16.1 15.2 14.3 13.6 12.9 12.3 11.7 11.2 10.8 10.3
16 31.3 27.8 25.0 22.7 20.8 19.2 17.9 16.7 15.6 14.7 13.9 13.2 12.5 11.9 11.4 10.9 10.4 10.0
17 30.3 26.9 24.3 22.0 20.2 18.7 17.3 16.2 15.2 14.3 13.5 12.8 12.1 11.5 11.0 10.5 10.1 9.7
18 29.5 26.2 23.6 21.4 19.6 18.1 16.8 15.7 14.7 13.9 13.1 12.4 11.8 11.2 10.7 10.2 9.8 9.4
19 28.7 25.5 22.9 20.9 19.1 17.6 16.4 15.3 14.3 13.5 12.7 12.1 11.5 10.9 10.4 10.0 9.6 9.2
20 28.0 24.8 22.4 20.3 18.6 17.2 16.0 14.9 14.0 13.2 12.4 11.8 11.2 10.6 10.2 9.7 9.3 8.9
21 27.3 24.2 21.8 19.8 18.2 16.8 15.6 14.5 13.6 12.8 12.1 11.5 10.9 10.4 9.9 9.5 9.1 8.7
22 26.7 23.7 21.3 19.4 17.8 16.4 15.2 14.2 13.3 12.5 11.8 11.2 10.7 10.2 9.7 9.3 8.9 8.5
23 26.1 23.2 20.9 19.0 17.4 16.0 14.9 13.9 13.0 12.3 11.6 11.0 10.4 9.9 9.5 9.1 8.7 8.3
24 25.5 22.7 20.4 18.6 17.0 15.7 14.6 13.6 12.8 12.0 11.3 10.7 10.2 9.7 9.3 8.9 8.5 8.2
25 25.0 22.2 20.0 18.2 16.7 15.4 14.3 13.3 12.5 11.8 11.1 10.5 10.0 9.5 9.1 8.7 8.3 8.0
26 24.5 21.8 19.6 17.8 16.3 15.1 14.0 13.1 12.3 11.5 10.9 10.3 9.8 9.3 8.9 8.5 8.2 7.8
27 24.1 21.4 19.2 17.5 16.0 14.8 13.7 12.8 12.0 11.3 10.7 10.1 9.6 9.2 8.7 8.4 8.0 7.7
28 23.6 21.0 18.9 17.2 15.7 14.5 13.5 12.6 11.8 11.1 10.5 9.9 9.4 9.0 8.6 8.2 7.9 7.6
29 23.2 20.6 18.6 16.9 15.5 14.3 13.3 12.4 11.6 10.9 10.3 9.8 9.3 8.8 8.4 8.1 7.7 7.4
30 22.8 20.3 18.3 16.6 15.2 14.0 13.0 12.2 11.4 10.7 10.1 9.6 9.1 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3
31 22.5 20.0 18.0 16.3 15.0 13.8 12.8 12.0 11.2 10.6 10.0 9.5 9.0 8.6 8.2 7.8 7.5 7.2
32 22.1 19.6 17.7 16.1 14.7 13.6 12.6 11.8 11.0 10.4 9.8 9.3 8.8 8.4 8.0 7.7 7.4 7.1
33 21.8 19.3 17.4 15.8 14.5 13.4 12.4 11.6 10.9 10.2 9.7 9.2 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.0
34 21.4 19.1 17.1 15.6 14.3 13.2 12.2 11.4 10.7 10.1 9.5 9.0 8.6 8.2 7.8 7.5 7.1 6.9
35 21.1 18.8 16.9 15.4 14.1 13.0 12.1 11.3 10.6 9.9 9.4 8.9 8.5 8.0 7.7 7.3 7.0 6.8
36 20.8 18.5 16.7 15.2 13.9 12.8 11.9 11.1 10.4 9.8 9.3 8.8 8.3 7.9 7.6 7.2 6.9 6.7
37 20.5 18.3 16.4 14.9 13.7 12.6 11.7 11.0 10.3 9.7 9.1 8.7 8.2 7.8 7.5 7.1 6.8 6.6
38 20.3 18.0 16.2 14.7 13.5 12.5 11.6 10.8 10.1 9.5 9.0 8.5 8.1 7.7 7.4 7.1 6.8 6.5
39 20.0 17.8 16.0 14.6 13.3 12.3 11.4 10.7 10.0 9.4 8.9 8.4 8.0 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4
40 19.8 17.6 15.8 14.4 13.2 12.2 11.3 10.5 9.9 9.3 8.8 8.3 7.9 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3
41 19.5 17.4 15.6 14.2 13.0 12.0 11.2 10.4 9.8 9.2 8.7 8.2 7.8 7.4 7.1 6.8 6.5 6.2
42 19.3 17.1 15.4 14.0 12.9 11.9 11.0 10.3 9.6 9.1 8.6 8.1 7.7 7.3 7.0 6.7 6.4 6.2
43 19.1 16.9 15.2 13.9 12.7 11.7 10.9 10.2 9.5 9.0 8.5 8.0 7.6 7.3 6.9 6.6 6.4 6.1
44 18.8 16.8 15.1 13.7 12.6 11.6 10.8 10.1 9.4 8.9 8.4 7.9 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3 6.0
45 18.6 16.6 14.9 13.6 12.4 11.5 10.6 9.9 9.3 8.8 8.3 7.8 7.5 7.1 6.8 6.5 6.2 6.0
46 18.4 16.4 14.7 13.4 12.3 11.3 10.5 9.8 9.2 8.7 8.2 7.8 7.4 7.0 6.7 6.4 6.1 5.9
47 18.2 16.2 14.6 13.3 12.2 11.2 10.4 9.7 9.1 8.6 8.1 7.7 7.3 6.9 6.6 6.3 6.1 5.8
48 18.0 16.0 14.4 13.1 12.0 11.1 10.3 9.6 9.0 8.5 8.0 7.6 7.2 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8
49 17.9 15.9 14.3 13.0 11.9 11.0 10.2 9.5 8.9 8.4 7.9 7.5 7.1 6.8 6.5 6.2 6.0 5.7
50 17.7 15.7 14.1 12.9 11.8 10.9 10.1 9.4 8.8 8.3 7.9 7.4 7.1 6.7 6.4 6.1 5.9 5.7

上層木樹高(m）

円
形
調
査
区
内
の
樹
木
の
本
数

（
1
0
0
平
方
メ
ー

ト
ル
内
の
本
数

）

　参考資料　　相対幹距比早見表
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